
住民登録外登録届出書（原動機付自転車・小型特殊自動車用）

（あて先）茅 ヶ 崎 市 長 年 月 日
原動機付自転車等の登録にあたって、次のとおり届出します。

　

電話番号

　（注）上記届出内容に変更があった場合は、直ちに収納課へ届出ください。 ※送付先を「住民登録上の住所」にする
場合、「 戸籍の附票」もしくは「住民票」
が必須です。これらは住民登録地にて請
求ができます。

①□　定置場が茅ヶ崎であることの確認が取れる書類
　（賃貸借契約書、公共料金の領収書、駐輪場の定期等）
②□　本人確認書類（運転免許証等）　③□　印鑑（スタンプ印不可）

【その他必要な物】

本籍地

住所

筆頭者（世帯主）の氏名

筆頭者（世帯主）の電話番号

送付先本人

　※御希望のない場合は、原則として主たる定置場へ送付します。
　　 なお、御希望の送付先に届かない場合は住民登録上の住所に送付します。

軽自動車税に関する通知等の送付先は、

運転免許証等の写し　添付欄住民登録情報

を希望する。

□ 主たる定置場

フリガナ

氏名

主たる定置場の住所・方書（居住している場所等）

□ 住民登録上の住所
（※戸籍の附票、住民票必須）茅ヶ崎市


